
研究機関等作業環境実態把握業務報告書 
（平成26年度～平成27年度） 

公益社団法人 日本作業環境測定協会 

参考資料１－１ 



• これら作業場における作業環境管理の実態を調査 

• 個人サンプラーと作業環境測定の併行実施による比較調査 

 

 

• 研究機関等の化学物質管理の在り方を検討 

目的 

大学の研究室、企業の研究所
等（以下「研究機関等」）に
おいても、作業環境測定が義
務づけられている 

 

研究機関等では、対象物質を
少量・多種、短時間、不定期
に使用するなど、生産現場に
おける一般の作業と異なる 
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実態把握 

大学の研究室（H26） 企業の試験研究部門（H27） 

 6大学10研究室を選定 

 主に取り扱う化学物質を対象 

 測定対象物質：クロロホルム、n-ヘキサン、

ジクロロメタン、酢酸エチル、トルエン、アセ
トン、IPA、メタノール 

 作業：有機合成反応、抽出、濃縮、分離、
精製、カラム作業、滴定 

 

 企業の研究所内の作業場  8企業14作業
場を選定 

 一作業場当たり3物質まで選定 

 既存の作業環境測定結果を活用 

 作業者に胸ポケット付のベストを着用しても
らい、右胸にB測定用、左胸に8時間ばく露
および短時間ばく露測定用の装置を装着 

（参考） 

アンケート結果によれば、化学物質管理対
象の学部は、工学部、理学部、医学部、薬
学部、教育学部、農学部、歯学部など 

（参考） 
企業規模は50人以上規模から3000人超
規模まで。大企業が多い。 

業種：化学工業、業務用機械器具製造業、
鉄鋼業、金属製品製造業、食料品製造業、
その他 

 

表形式で整理し
ました 
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 A測定及びB測定を実施し、A測定値から第1評価値（EA1)及び第2評価値

（EA2）を算出 

 評価指標は、管理濃度を使用 

 作業環境評価基準に基づく管理区分のほか、A測定値については日本産業衛生

学会の個人ばく露測定ガイドラインによる６区分法の評価も実施 

 

 

 8時間ばく露及び短時間ばく露（15分間）の測定を実施し、算術平均値（AM）

及び対数正規分布の上側95％値（X95）を算出 

 評価指標は、日本産業衛生学会の許容濃度を使用。短時間ばく露に関しては、

許容濃度の3倍値を使用。 

 結果の評価は、日本産業衛生学会の個人ばく露測定ガイドラインによる６区分

法を使用 

測定の種類及び評価方法 

作業環境測定 

個人ばく露測定 

【スライド追加】 

本調査で何を測
定してどのように
評価するのかに
係る説明が必要 
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【備考】 

• 測定結果の評価は、日本産衛学会の個人ばく露測定ガイドラインをもとに、6区分法を採用した。 

• B測定では6区分での評価せず 

作業者数と作業概要 測定対象物質 

Ａ大学① 1名 カラム・濃縮作業（ドラフト内） 
クロロホルム 

 〃 ② 1名 カラム・濃縮作業（ドラフト外） 

Ｂ大学 3名 カラム・濃縮作業 n-ヘキサン、ジクロロメタン、酢酸エチル、
クロロホルム、トルエン、テトラヒドロフ
ラン 

Ｃ大学① 2名 高分子合成、器具洗浄作業 
アセトン、IPA、メタノール 

 〃 ② 1名 高分子合成作業における器具洗浄 

Ｄ大学 2名 カラム・濃縮作業 
n-ヘキサン、ジクロロメタン、酢酸エチル、
クロロホルム、トルエン 

Ｅ大学① 2名 カラム・濃縮、ろ過、分液作業 

 〃 ② 1名 カラム・濃縮作業 

Ｆ大学① 2名 カラム、抽出、ろ過、分液、濃縮
作業 

n-ヘキサン、ジクロロメタン、酢酸エチル 

 〃 ② 2名 pH滴定、GPC測定用試料調製、
ろ過、濃縮 

テトラヒドロフラン 
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測定等実施結果（大学の研究室 H26） 



測定等実施結果（大学の研究室 H26）評価に乖離があるものを中心に抜粋 

• 一部の作業場を除き、作業環境評価、個人ばく露評価ともに第一管理区分となった。 

• 単位作業時間における作業時間は1時間程度で、その間測定を実施しているが、個人ばく露測定
の8時間ばく露は取扱い作業のない7時間を含む時間加重平均のため、測定値は低くなった。 

 

• A大学①（クロロホルム）：A測定は作業時間が46分だったため、作業していない時間も含めて1
時間以上サンプリングしたことと、A測定点各々の測定値より考察すると、当初想定よりクロロ
ホルムの発散範囲が狭く、濃度変動が評価に影響を与えたと推測 

 

 

 

 

 

 

• A大学②（クロロホルム）：B測定では十分とらえられなかった高濃度ばく露を15分間の短時間
ばく露測定でとらえたと                                  
思われる 

 

測定の種別（ ）はそれぞれの指標値 測定値(ppm) 評価結果 6区分評価 管理区分 

作業環境測定 
A測定(3ppm) 

EA1 3.7 
2 2A 

2 EA2 1.1 
B測定(3ppm) 3.2 2 ー 

個人ばく露測定 
8時間ばく露(3ppm) 

X95 4.2 
2 2A 

3 
AM 1.4 

短時間ばく露(9ppm) 
X95 27.3 

3 3 
AM 9.1 

測定の種別（ ）はそれぞれの指標値 測定値(ppm) 評価結果 6区分評価 管理区分 

作業環境測定 
A測定(3ppm) 

EA1 1.00 
1 1C 

1 EA2 0.34 
B測定(3ppm) 1.4 1 

個人ばく露測定 
8時間ばく露(3ppm) 

X95 0.15 
1 1B 

1 
AM 0.05 

短時間ばく露(9ppm) 
X95 3.6 

1 1C 
AM 1.2 
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• D大学（クロロホルム）：Ａ測定の評価が１Ｃだが、実際の測定値は短時間ばく露と変わらない。作業環境測定の
評価指標が厳しいためと思われる。８時間ばく露は2時間程度の作業時間であったため平均化されている影響も考
えられる 

測定の種別（ ）はそれぞれの指標値 測定値
(ppm) 

評価結果 6区分評価 管理区分 

作業環境測定 
A測定(50ppm) 

EA1 3.04 
1 1A 

1 EA2 0.84 
B測定(50ppm) 17.7 1 ー 

個人ばく露測定 
8時間ばく露(50ppm) 

X95 5.55 
1 1B 

1 
AM 1.85 

短時間ばく露(125ppm) 
X95 76.5 

1 1C 
AM 25.5 

測定の種別（ ）はそれぞれの指標値 測定値(ppm) 評価結果 6区分評価 管理区分 

作業環境測定 
A測定(3ppm) 

EA1 1.50 
1 1C 

1 EA2 0.62 

B測定(3ppm) 0.5 1 ー 

個人ばく露測定 

8時間ばく露(3ppm) 
X95 0.24 

1 1A 

1 
AM 0.08 

短時間ばく露(9ppm) 
X95 1.77 

1 1A 
AM 0.59 

• C大学①（イソプロピルアルコール）：短時間ばく露とB測定に差が認められるが、測定（捕集）位置の違いの影
響が大きい 

 

 

測定の種別（ ）はそれぞれの指標値 測定値(ppm) 評価結果 6区分評価 管理区分 

作業環境測定 
A測定(3ppm) 

EA1 4.64 
2 2A 

2 EA2 1.48 
B測定(3ppm) 0.5 1 ー 

個人ばく露測定 
8時間ばく露(3ppm) 

X95 0.78 
1 1B 

1 
AM 0.26 

短時間ばく露(9ppm) 
X95 1.65 

1 1B 
AM 0.55 

• Ｅ大学②（クロロホルム）：Ａ測定と個人ばく露の測定結果が乖離している。Ｂ測定と短時間ばく露の適切なタ
イミングを逸したと考えられる 

測定等実施結果（大学の研究室 H26）評価に乖離があるものを中心に抜粋 
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1. 作業の状況 

• 主にカラムによる抽出作業とエバポレータによる濃縮作業が行われた。 

• いずれの作業もドラフト内で実施されている限りは作業環境測定結果、個人ばく露測
定結果ともに、第一管理区分と良好なところが多い。 

• 設備設置のコストと徹底した作業管理を要するが、当該作業を必ずドラフト内で行う
こととすれば、作業環境は適切に維持できると思われる。 

2. 測定実施上の問題点 

• 今回の実態把握調査では、低評価がＢ測定と15分ばく露測定のタイミングに起因する
例があり、どちらの手法を作業環境管理に用いる場合でも、実際の作業実態を的確に
見極め測定することが重要であることが示唆された。 

• 個人ばく露の15分間平均に比べて、Ｂ測定が低くなる要因として、作業者の邪魔にな
らないように捕集器具が呼吸位置や発散源からわずかでも離れてしまうことの影響が
大きいと考えられる。Ｂ測定の捕集器具を作業者に装着させれば解決可能。 

• 研究機関等の作業場は一般の産業界の作業場とは異なるため、その作業態様のとおり、
測定を行い作業環境管理を適切に行うことはなじみにくい作業もある。 

実態把握調査（大学研究室H26）での測定結果 

小見出しを入れ
ました 

8 



実態把握調査（大学研究室H26）での測定結果 

• 少量多種の化学物質を使用している場合、法令上の義務物質に限定しても膨大な数の測
定が必要となり現実的でないとの指摘がある。 

• 少量の取扱いに関しては、有機溶剤は適用除外の規定があるが、特定化学物質に関して
は、ごく一部を除き、少量の使用でも継続使用の場合、測定義務が課される。これらに
対して、柔軟な対応を求める意見もある一方、一日では少量でも継続使用では多量とな
る場合も少なくないため、安易な規制緩和は適当でないという意見もある。 

• 測定の対象外の物質も含め、自主的にリスクアセスメントを進める中で、必要に応じ測
定対象に追加することの是非、測定方法の確立等の検討が必要。 

 

具体的な対策として 

1. 研究機関等に測定・管理に習熟した責任者を配置し、その者を中心に、かつ、測定
前の事前調査を重視して作業状況を見極めながら測定・管理を進めることが有効 

2. 測定等を作業環境測定機関に委託している場合は作業環境測定機関が責任者の役割
を担うことが期待される 

• 研究室の学生は労働者ではなく、法令上特殊健診の対象となっていないこともあり、作
業環境管理だけでなく、他法令に基づく学生の適切な健康管理について検討が必要。 

 

考察 
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測定等実施結果（企業の試験研究部門H27） 

• 測定結果の評価は、日本産衛学会の個人ばく露測定ガイドラインをもとに、6区分法を採用した。 

• B測定では6区分での評価せず 

作業者数と作業概要 測定対象物質 

Ａ企業 

全て各1名、試験研究のた
めの取扱い作業、分析装
置への導入作業 

二硫化炭素 

Ｂ企業 ジクロロメタン、ジメチルホルムアミド 

ジメチルホルムアミド 

Ｃ企業 ジクロロメタン 

テトラヒドロフラン 

Ｄ企業 クロロホルム 

メチルイソブチルケトン 

Ｅ企業 クロロホルム 

テトラヒドロフラン 

Ｆ企業 クロロホルム 

Ｇ企業 アセトン 

メチルイソブチルケトン 

Ｈ企業 n-ヘキサン 

アセトン 
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測定の種別（ ）はそれぞれの指標値 測定値(ppm) 評価結果 6区分評価 管理区分 

作業環境測定 
A測定(1ppm) 

EA1 1.30 
2 2A 

2 EA2 0.49 

B測定(1ppm) 個人装着 1.5 2 ー 

個人ばく露測定 

8時間ばく露(1ppm) 
X95 0.09 

1 1A 

1 
AM 0.03 

短時間ばく露(3ppm) 
X95 1.5 

1 1C 
AM 0.5 

A企業 対象物質名：二硫化炭素 

測定の種別（ ）はそれぞれの指標値 測定値(ppm) 評価結果 6区分評価 管理区分 

作業環境測定 

A測定(50ppm) 
EA1 2.90 

1 1A 

1 
EA2 1 

B測定(50ppm) 
固定 3.5 1 ー 

個人装着 39.6 1 ー 

個人ばく露測定 

8時間ばく露(50ppm) 
X95 3.3 

1 1A 

1 
AM 1.1 

短時間ばく露
(150ppm) 

X95 50.1 
1 1C 

AM 16.7 

B企業 対象物質名：ジクロロメタン 

A企業：二硫化炭素 
ドラフト内作業であるが、B測定、個人
ばく露測定値から見て、発散は抑えられ
ている。Ａ測定の結果によると恒常的に
二硫化炭素が検出されているが、室内の
換気装置の短絡、ウエスをふたのない容
器に保管し換気のない場所に放置などが
要因と推測 
 
 
Ｂ企業：ジクロロメタン 
装置へのジクロロメタン補充作業は1分
程度で、作業者の高さ位置に補充口があ
る状況から、個人装着のＢ測定及び短時
間ばく露測定が発散源に近い位置の結果
を反映 
 
 
 
 
 
Ｆ企業：クロロホルム 
作業中取扱量は少ないが、局所排気装置
のない作業台で作業していたことと、評
価指標の厳しさが評価結果に影響。作業
時間が短いため区分１にとどまったが、
作業時間を長くする場合には要注意。 

F企業 対象物質名： クロロホルム 
測定の種別（ ）はそれぞれの指標値 測定値(ppm) 評価結果 6区分評価 管理区分 

作業環境測定 
A測定(3ppm) 

EA1 0.30 
1 1B 

1 EA2 0.13 

B測定(3ppm) 個人装着 0.8 1 ー 

個人ばく露測定 

8時間ばく露(3ppm) 
X95 0.12 

1 1A 

1 
AM 0.04 

短時間ばく露(9ppm) 
X95 2.4 

1 1C 
AM 0.8 
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測定等実施結果（企業の試験研究部門H27）評価に乖離があるものを中心に抜粋 



• いずれの作業もドラフト内で実施されている限りは作業環境測定結果、個人ばく露測
定結果ともに、第一管理区分と良好なところばかりであった。 

• 一部の作業では、ドラフト内排気装置のない作業台上での作業が行われていたが、管
理濃度等の指標が厳しい物質であったにもかかわらず、作業時間、取扱量が少ないた
め、第一管理区分を維持した。 

実態把握調査での測定結果 

平成24年度考察 

実施した全事業場を同等ば
く露グループに分けると19グ

ループになった。このうち作
業環境測定結果と個人ばく
露測定結果の評価が類似す
るものは９グループで、作業
環境測定結果の評価が個人
ばく露測定結果の評価より
厳しい結果が認められた同
等ばく露グループは2グルー
プ、逆の関係が見られたも
のは８グループになった。 

 これは、発散源の状態、使
用料、化学物質の性状など
から対象物質の拡散・飛散
範囲が作業者周辺に限定さ
れていたことと、発散源と作
業者位置が近接しているこ
となどにより、“作業環境測
定結果の評価＜個人ばく露
測定結果の評価”の関係に
なったものと考えられた。 

一方、“作業環境測定結果
の評価＞個人ばく露測定結
果”の評価の関係にあるも
のは、対象物質が高濃度で
作業場内に拡散・飛散する
作業が間欠的に行われてい
たものと推測された。 

平成22年度考察 

作業環境濃度よりも個人
ばく露濃度の方が高くな
る場合 

・作業環境濃度よりも個
人ばく露濃度の方が高く
なるのは、作業者の行動
範囲と作業環境測定の
範囲が一致した固定作
業の場合で、通常は1.1

から6.5倍程度であるが、
溶接作業の場合は1倍高
い値であった。 

・第三管理区分の作業場
のB測定値は、個人ばく
露濃度や作業環境濃度
の95％推定値よりも高く
なる傾向が見られた。
よって作業環境測定より
も個人ばく露濃度の方が
高くなる場合は、B測定
によって補完できる。 

・溶接作業は個人ばく露
濃度が高いにもかかわら
ず、作業環境測定結果
は管理区分一となった。
この場合、適切な位置で
B測定ができないことが
原因と考えられる。 

イ 作業環境濃度より個
人ばく露濃度の方が低く
なる場合 

・作業環境濃度よりも個
人ばく露濃度の方が低く
なるのは、作業者が作業
環境測定作業場以外の
作業場に異動する作業
や作業環境測定作業場
と同一作業場であっても
間欠作業（短時間作業）
の場合で、0.3から0.6倍
程度低い値であった。 

1. 測定手法について 

①デザイン 

 作業環境測定では、作業態様が多数存在し、特に短い時間内で変化していく状
況で適切なタイミングを計ることが難しい。 

 個人ばく露測定の場合、作業態様が著しく変化していったとしても、作業時間
中に取り扱った有害物質のばく露量を計測するため、比較的柔軟な対応が可能。 

②サンプリング 

 大学対象の調査では、B測定結果が15分ばく露濃度より低い結果が認められ、
B測定が作業者のばく露をとらえ切れていないと考えられた。 

 企業対象の調査では、B測定に関しては従来の定点測定ではなく、個人に試料採
取装置を装着して測定を実施した。この結果は15分ばく露濃度と近似した。 

考察 
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まとめ 

研究機関においては多くの場合、有害物質の取扱時間が短く、取扱量も少ない
ため、作業環境気中濃度もばく露濃度も低い。 

作業環境測定又は個人ばく露測定のいずれを作業環境管理、作業管理のための
ツールとして使用してもよい。法定の作業環境測定とは別に、必要に応じて個
人ばく露測定を実施することがより合理的な化学物質管理につながる 

仮に継続して良好な評価（例えば6区分評価で１A、１Bの場合）であれば、法
令上の特例措置を活用していくことが望まれる。具体的には、多様な発散防止
抑制措置、簡易な測定法の許可、更には測定頻度の軽減の検討が考えられる。 
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